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令和 2 年国勢調査の調査員を募集します

問合せ　下記参照

田辺市への移住を支援します

問合せ　たなべ営業室 移住定住推進係 　（☎ 0739-33-7714）

小規模事業者持続化補助金をご活用ください

問合せ　商工振興課  商工労政係　（☎ 0739-26-9970）

　

国
勢
調
査
は
、
日
本
国
内
に

住
む
全
て
の
人
と
世
帯
を
対
象

と
す
る
国
の
最
も
重
要
な
統
計

調
査
で
、
国
内
の
人
口
や
世
帯

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

5
年
ご
と
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
国
の
未
来
の
た
め
に
、

是
非
、
国
勢
調
査
員
と
し
て
あ

な
た
の
力
を
貸
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
勢
調
査
員
は
、
総

務
大
臣
か
ら
任
命
さ
れ
る
非
常

勤
の
国
家
公
務
員
と
な
り
ま
す
。

■
主
な
仕
事
内
容

◇
調
査
員
説
明
会
へ
の
参
加

◇
担
当
地
域
の
確
認

◇
調
査
に
つ
い
て
の
説
明
と
調

査
書
類
の
配
布

◇
調
査
票
の
回
収

◇
調
査
票
の
整
理
と
提
出

※
調
査
で
知
り
得
た
内
容
に
つ

い
て
は
秘
密
の
保
護
が
義
務
付

け
ら
れ
ま
す
。

■
要
件

◇
20
歳
以
上
の
方

◇
責
任
を
持
っ
て
調
査
に
従
事

し
て
い
た
だ
け
る
方

◇
調
査
上
知
り
え
た
こ
と
な

ど
、
秘
密
を
守
れ
る
方

◇
警
察
官
、
選
挙
事
務
に
直
接

関
係
が
な
い
方

■
業
務
期
間

8
月
中
旬
～
10
月
中
旬
の
予
定

東
京
圏
か
ら
の
移
住
者
に
移
住
支

援
金
を
交
付
し
ま
す

　

次
の
①
～
③
の
全
て
の
要
件
に
該

当
す
る
方

①
次
の
条
件
の
両
方
に
該
当
す
る
方

◇
移
住
直
前
10
年
間
の
う
ち
、
通
算

５
年
以
上
、
東
京
23
区
内
に
在
住
し

て
い
た
方
又
は
東
京
圏
に
在
住
し
、
か

つ
東
京
23
区
内
に
通
勤
し
て
い
た
方

◇
移
住
直
前
に
連
続
し
て
１
年
以

上
、
東
京
23
区
内
に
在
住
し
て
い
た

方
又
は
東
京
圏
に
在
住
し
、
か
つ
東

京
23
区
内
に
通
勤
し
て
い
た
方
（
東

京
23
区
内
へ
の
通
勤
は
、
移
住
３
か

月
前
ま
で
を
当
該
１
年
の
起
算
日
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

※
東
京
圏
と
は
、
東
京
都
、
埼
玉
県
、

千
葉
県
、
神
奈
川
県
を
指
し
ま
す
。

た
だ
し
、
対
象
と
な
ら
な
い
地
域
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
上
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
和
歌
山
県
が
、
就
職
マ
ッ
チ
ン
グ

サ
イ
ト
に
移
住
支
援
金
の
対
象
と
し

て
掲
載
す
る
求
人
に
新
規
就
職
し
た

方
又
は
和
歌
山
県
の
事
業
に
よ
る
起

業
支
援
金
の
交
付
決
定
を
受
け
た
方

③
移
住
支
援
金
の
申
請
日
か
ら
５
年

以
上
、
継
続
し
て
本
市
に
居
住
す
る

意
思
を
有
し
て
い
る
方

■
交
付
金
額

◇
２
名
以
上
の
世
帯　

１
０
０
万
円

■
報
酬

１
調
査
区
（
約
50
～
70
世
帯
）

当
た
り
4
万
円

※
調
査
対
象
世
帯
数
、
金
額
等

は
目
安
で
す
。

　

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
左
記
へ
直
接
提
出
又
は
郵

送
、
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。申
込
書
は
、

左
記
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。
申
込
書
の
提
出
後
、

簡
単
な
面
接
を
行
い
ま
す
。
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移
住
者
の
た
め
の
空
き
家
改
修
を

補
助
し
ま
す

【
ま
ち
な
か
移
住
推
進
空
き
家
活
用

事
業
補
助
金
】

■
対
象
地
域

　

旧
田
辺
市
（
秋
津
川
・
上
野
・
長

野
・
伏
菟
野
を
除
く
。）

■
補
助
金
額

　

空
き
家
の
改
修
に
要
す
る
金
額
の

３
分
の
２
（
上
限
80
万
円
）

【
移
住
推
進
空
き
家
改
修
支
援
事
業

費
補
助
金
】

■
対
象
地
域

　

旧
田
辺
市
の
う
ち
秋
津
川
・
上
野
・

長
野
・
伏
菟
野
及
び
旧
町
村
（
龍
神

村
・
中
辺
路
町
・
大
塔
村
・
本
宮
町
）

■
補
助
金
額

　

空
き
家
の
改
修
に
要
す
る
金
額
か

ら
県
補
助
金
を
除
い
た
金
額
の
２
分

の
１
（
上
限
80
万
円
）

※
県
補
助
金
は
、
空
き
家
の
改
修
に

要
す
る
金
額
の
３
分
の
２
（
上
限

80
万
円
）

【
共
通
事
項
】

■
対
象
者

①
又
は
②
に
該
当
す
る
方

※
居
住
す
る
方
が
空
き
家
の
所
有
者

の
親
族
で
あ
る
場
合
は
対
象
外

①
対
象
地
域
に
空
き
家
を
所
有
す
る

方
で
、
市
の
支
援
を
受
け
て
、
空
き

家
を
県
外
か
ら
移
住
す
る
方
の
居
住

用
に
活
用
す
る
場
合

②
県
外
に
住
所
を
有
す
る
方
で
、
市

の
支
援
を
受
け
て
対
象
地
域
に
移
住

し
よ
う
と
す
る
方

■
対
象
事
業

①
又
は
②
に
該
当
す
る
事
業

※
施
工
業
者
は
市
内
事
業
者
（
移
住

推
進
空
き
家
改
修
支
援
事
業
費
補
助

金
に
つ
い
て
は
、県
内
事
業
者
も
可
）

①
県
外
か
ら
市
内
に
移
住
し
よ
う
と

す
る
方
を
受
け
入
れ
る
た
め
、
空
き

家
を
改
修
し
て
、
県
外
移
住
予
定
者

を
居
住
さ
せ
る
事
業

②
対
象
地
域
に
移
住
す
る
た
め
に
居

住
す
る
空
き
家
を
借
り
受
け
又
は
購

入
し
、
当
該
空
き
家
を
改
修
し
て
移

住
す
る
事
業

■
注
意

　

補
助
金
を
活
用
し
た
物
件
は
、
事

業
完
了
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
10

年
間
当
該
補
助
事
業
の
目
的
に
従
っ

て
、
改
修
し
た
空
き
家
に
居
住
し
、

又
は
県
外
か
ら
移
住
す
る
方
の
居
住

用
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

申
込
方
法
等
、
詳
し
く
は
上
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
単
身
者　

60
万
円

　

移
住
後
、
３
か
月
以
上
１
年
以
内

（
移
住
先
で
新
規
就
職
し
た
方
は
、

就
職
し
て
３
か
月
経
過
後
）
に
所
定

の
申
請
書
に
移
住
元
の
住
民
票
の
除

票
・
東
京
23
区
内
で
勤
務
し
て
い
た

事
業
所
の
就
業
証
明
書
等
の
必
要
書

類
を
添
え
て
、
上
記
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
書
は
上
記
で
配
布
す

る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得

で
き
ま
す
。
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常時使用する従業員の数

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 5 名以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業
20 名以下

製造業その他

■補助対象者

国の制度 市の制度

補助対象
経費

機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資
料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備
処分費（補助対象経費総額の2分の1が上限）、委託費、外注費、
車両購入費（市の買物弱者対策事業の場合に限る。）

補助率・
補助額

◇補助対象経費の 3分の
2以内
◇補助上限額 50 万円
※以下の場合、補助上限
額 100 万円に引き上げ
①認定市区町村による特
定創業支援等事業の支援
を受けた小規模事業者

◇補助対象経費の 2分の 1以内
◇補助上限額 37.5 万円
※以下の場合、補助上限額 75 万
円に引き上げ
①認定市区町村による特定創業
支援等事業の支援を受けた小規
模事業者
②買い物弱者対策等の事業を行
う事業者

■補助率・補助額等

　

国
の
制
度
「
小
規
模
事
業
者

持
続
化
補
助
金
」
は
、
小
規
模

事
業
者
が
販
路
開
拓
等
に
取
り

組
む
経
費
に
対
し
て
、
幅
広
い

業
種
、用
途
で
活
用
で
き
ま
す
。

　

申
請
は
、
地
域
の
商
工
会
・

商
工
会
議
所
に
関
係
書
類
を
提

出
の
上
、
必
要
書
類
の
作
成
・

交
付
を
依
頼
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
事
前
に
商
工
会
・
商
工

会
議
所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
申
請
期
間

◇
第
２
回
締
切　

６
月
５
日
㊎

◇
第
３
回
締
切　

10
月
２
日
㊎

◇
第
４
回
締
切　

令
和
３
年
２

月
５
日
㊎

　

ま
た
、
市
も
同
様
に
「
田
辺

市
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助

金
制
度
」
を
設
け
て
い
ま
す
。

国
の
制
度
の
第
１
回
（
３
月
31

日
㊋
に
締
切
済
）
及
び
第
２
回

申
請
受
付
で
不
採
択
と
な
っ
た

市
内
の
事
業
者
で
、
改
め
て
市

に
申
請
を
行
っ
た
事
業
者
か
ら

審
査
に
よ
り
対
象
者
を
決
定

し
、
そ
の
経
費
の
一
部
を
支
援

し
ま
す
。
国
の
制
度
に
お
い

て
、
不
採
択
と
な
っ
た
事
業
者

に
は
、
商
工
会
・
商
工
会
議
所

を
通
じ
て
市
か
ら
手
続
の
ご
案

内
を
行
う
予
定
で
す
。
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後期高齢者医療制度にご加入の皆さんへ
～健診のお知らせ及び保険料率等の改定について～

問合せ　下記参照

国民健康保険税率を改定します

問合せ　保険課 保険税係 　（☎ 0739-26-9965）

軽自動車税の減免制度をご利用ください

問合せ　税務課  庶務係　（☎ 0739-26-9919）

　

国
民
健
康
保
険（
以
下「
国
保
」

と
い
う
。）
は
、
自
営
業
の
方
な

ど
、
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入

さ
れ
て
い
な
い
方
な
ど
を
対
象

と
し
た
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　

国
保
制
度
の
安
定
化
を
図
る

た
め
、
平
成
30
年
４
月
か
ら
は

都
道
府
県
単
位
で
運
営
し
、
国

保
の
税
率
は
、
和
歌
山
県
が
示

す
「
国
保
事
業
費
納
付
金
等
」

及
び「
市
町
村
標
準
保
険
料
率
」

を
参
考
に
見
直
し
を
行
う
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

和
歌
山
県
内
の
一
人
当
た
り

医
療
費
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、

本
市
は
そ
の
中
で
も
増
加
の
割

合
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

主
に
そ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て

県
か
ら
市
町
村
に
割
り
振
ら
れ

る
一
人
当
た
り
の
「
国
保
事
業

費
納
付
金
」
が
増
加
し
て
い
る

た
め
、
今
年
度
は
税
率
を
改
定

し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
税
の
年
間
税
額

は
、
世
帯
で
算
定
し
た
「
医
療

保
険
分
」「
後
期
高
齢
者
支
援

金
等
」「
介
護
保
険
分
」
の
合

計
額
と
な
り
ま
す
。

　

国
保
の
保
険
税
額
の
通
知

は
、7
月
中
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

率
等
が
改
定
さ
れ
ま
す

　

保
険
料
率
は
、
和
歌
山
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
に
よ
り
、
県
内

均
一
で
定
め
ら
れ
、
２
年
ご
と
に
見

直
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
が
等
し
く

負
担
す
る
均
等
割
額
と
、
所
得
に
応

じ
て
決
ま
る
所
得
割
額
の
合
計
額
と

な
り
、
個
人
単
位
で
計
算
し
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
保
険
料
額
の
通
知

は
、
７
月
中
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

■
和
歌
山
県
の
令
和
２
・
３
年
度
の

保
険
料
率
（
年
間
）

◇
均
等
割
額　

５
万
３
０
４
円
（
改

定
前
４
万
５
８
１
２
円
）

◇
所
得
割
率　

９
．５
１
％
（
改
定

前
８
．８
０
％
）

◇
保
険
料　

均
等
割
額
＋
所
得
割
額

（
１
０
０
円
未
満
切
捨
て
）

◇
賦
課
限
度
額　

64
万
円
（
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
改
正
に
伴
い
、
62
万
円
か
ら
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。）

※
均
等
割
の
５
割
・
２
割
軽
減
の
対

象
は
拡
大
さ
れ
ま
す
。

■
均
等
割
軽
減
特
例
措
置
の
見
直
し

　

世
帯
の
所
得
が
低
い
方
に
対
し
て

は
、
従
前
ど
お
り
均
等
割
額
の
軽
減

制
度
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
制
度

本
来
の
軽
減
措
置
（
均
等
割
額
を
７

割
軽
減
）
に
上
乗
せ
を
し
て
行
わ
れ

て
い
る
特
例
措
置
が
見
直
さ
れ
、
段

階
的
に
制
度
本
来
の
軽
減
割
合
に
変

更
さ
れ
ま
す
。（
左
図
参
照
）

　

◇
保
険
課 

保
険
税
係
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６
５

◇
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８

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に

は
、
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る

減
免
、
構
造
を
変
更
し
た
車
両

に
対
す
る
減
免
、
公
益
の
た
め

に
直
接
専
用
す
る
車
両
に
対
す

る
減
免
等
が
あ
り
ま
す
。

【
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持

ち
の
方
に
対
す
る
減
免
】

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
（
障
害

の
程
度
に
よ
り
ま
す
。）
を
お
持

ち
の
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

等
で
、
左
記
の
①
～
③
に
該
当

す
る
方
が
運
転
す
る
場
合
で
す
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち

の
方
が
18
歳
未
満
の
場
合
や
、

療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方
の

場
合
は
、
生
計
を
一
に
す
る
方

が
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
を
含

み
ま
す
。

　

①
当
該
身
体
障
害
者
等
本
人

②
当
該
身
体
障
害
者
等
と
生
計

を
一
に
す
る
方

③
当
該
身
体
障
害
者
を
常
時
介

護
す
る
方
（
身
体
障
害
者
等
の

み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
に
限
る
。）

※
他
に
も
条
件
等
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
上
記
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
身
体
障
害
者
等
が
利
用
す
る

た
め
に
構
造
を
変
更
し
た
車
両

に
対
す
る
減
免
】

　

車く
る
ま
い
す

椅
子
の
昇
降
装
置
又
は
固

定
装
置
、
浴
槽
を
装
備
し
て
い

る
な
ど
、
そ
の
構
造
が
専
ら
身

体
障
害
者
等
の
利
用
の
た
め
の

も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
す
。

※
車
両
に
対
す
る
減
免
で
、
台

数
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
所
有
者
が
法
人
の
場
合
で
も

減
免
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
公
益
の
た
め
に
直
接
専
用
す

る
車
両
に
対
す
る
減
免
】

　

公
益
法
人
等
が
社
会
福
祉

法
に
定
め
る
社
会
福
祉
事
業
な

ど
、
公
益
性
の
高
い
事
業
の
た

め
に
使
用
し
て
い
る
場
合
で
す
。

【
減
免
申
請
の
共
通
事
項
】

　

減
免
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う

か
や
手
続
に
必
要
な
も
の
等
に

つ
い
て
は
、
上
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
の
上
、
納
税
通
知
書
が
届

い
て
か
ら
納
期
限
の
６
月
１
日

㊊
ま
で
に
、
上
記
（
本
庁
舎
２

階
）
又
は
各
行
政
局
住
民
福
祉

課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
手
続

を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
納

税
通
知
書
は
５
月
11
日
㊊
か
ら

順
次
送
付
し
ま
す
。

医療保険分 後期高齢者支援金等 介護保険分
改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

所得割率 5.7％ 6.1％ 2.0％ 2.1％ 1.7％ 1.9％
資産割率 31.8％ 24.9％ 8.2％ 6.1％ 8.9％ 6.8％

被保険者均等割額 23,300 円 24,600 円 8,100 円 8,700 円 11,500 円 12,700 円
世帯別平等割額 20,500 円 21,200 円 6,800 円 7,300 円 6,100 円 6,700 円

高
齢
者
健
康
チ
ェ
ッ
ク
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
の
健
康
管
理
を
お
手
伝
い
す
る
た

め
、
左
表
の
と
お
り
補
助
し
ま
す
。

※
同
一
年
度
に
い
ず
れ
か
一
つ
の
補

助
と
な
り
ま
す
。

※
下
記
の
後
期
高
齢
者
医
療
の
健
康

診
査
と
の
重
複
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

保
険
証
、
印
鑑
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
健
康
診
査
受
診
券
、
各
種

健
診
受
診
券
を
お
持
ち
の
上
、
左
記

又
は
各
行
政
局
住
民
福
祉
課
（
19
ペ
ー

ジ
参
照
）
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
課 

医
療
係

　

０
７
３
９(

２
６)

９
９
２
６

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
康
診

査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
受

診
券
を
お
送
り
し
ま
す
。

【
医
科
健
康
診
査
】

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

■
健
診
項
目

◇
基
本
項
目　

問
診
、
計
測
（
身
長
・

体
重
・
Ｂ
Ｍ
Ｉ
・
血
圧
）、
診
察
、
血

液
検
査
（
脂
質
・
肝
機
能
・
糖
代
謝
）、

尿
検
査
、
血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
検
査

◇
医
師
が
必
要
と
判
断
し
た
方
へ
の

追
加
項
目　

貧
血
検
査
、
心
電
図
検

査
、
眼
底
検
査

※
生
活
習
慣
病
の
治
療
等
で
定
期
的

に
医
療
機
関
を
受
診
し
て
い
る
方

は
、主
治
医
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

【
歯
科
健
康
診
査
】

　

令
和
２
年
３
月
末
で
75
歳
、
80
歳
、

85
歳
の
方
又
は
90
歳
以
上
の
方

■
健
診
項
目　

問
診
、
口
腔
診
断
、

口
腔
機
能
検
査

【
共
通
事
項
】

■
実
施
期
間　

６
月
１
日
㊊
～
令
和

３
年
２
月
28
日
㊐

　

受
診
券
に
同
封
す
る
一
覧
表
に
記
載

さ
れ
た
医
療
機
関

　

自
己
負
担
な
し

　

保
険
証
、
受
診
券
、
受
診
票
（
問

診
票
）

　

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

検査名 費用 自己負担額 補助上限額

人間ドック 37,700 円 5,650 円 32,050 円

脳ドック 32,400 円 4,860 円 27,540 円

人間ドック
（脳検査付） 60,700 円 9,100 円 51,600 円

■変更となる均等割額の軽減割合

連
合

　

０
７
３
（
４
２
８
）
６
６
８
８

令和元年度
（平成 31 年度） 令和 2年度 令和 3年度

7割
8割

7.75 割

7 割

8.5 割
※世帯主及び同一世帯の被保険者全員の総所得金額等
の合計額が33万円以下の世帯が対象です。

※脳ドックは今年度から検査項目が増えています。
（脳検査・血液検査・尿検査）

※災害、病気等の特別な理由により保険税の納付が困難な場合には、徴収猶予や減免の制度があり
ますので、ご相談ください。
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介護保険低所得者保険料の軽減額が大きくなります

問合せ　やすらぎ対策課 介護保険係 　（☎ 0739-26-4931）

仲間とスポーツしませんか！
田辺市スポーツ少年団員を募集します

問合せ　下記参照

障害者用駐車場の利用マナーを守りましょう

問合せ　障害福祉室　（☎ 0739-26-4902）

　65 歳以上で低所得（第 1 段階～第 3 段階）の方の介護保険料が軽減されます。令和 2 年度については
軽減の額が令和元年度（平成 31 年度）よりも大きくなります。

■
障
害
者
用
駐
車
場
と
は

　

車
椅い

す子
を
利
用
す
る
方
や
杖

を
使
う
方
等
、
車
の
乗
り
降
り

や
移
動
に
配
慮
が
必
要
な
方
の

た
め
に
設
け
ら
れ
た
専
用
区
画

の
こ
と
で
す
。

　

公
共
施
設
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
、
飲
食
店
な
ど
多
く

の
方
が
利
用
す
る
施
設
に
整
備

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
ど
う
し
て
障
害
者
用
駐
車
場

が
必
要
な
の
か

　

車
椅
子
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、

自
動
車
か
ら
乗
り
降
り
す
る
の

に
車
の
ド
ア
を
全
開
に
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

通
常
幅
（
２
．５
メ
ー
ト
ル

幅
の
場
合
が
多
い
。）
の
駐
車

場
で
隣
に
車
が
あ
る
と
、
ド
ア

　1～ 3段階については、低所得者保険料軽減繰入金の繰入後の保険料及び保険料率で、（）内は軽減前の保険料及び保険
料率になっています。
※平成 30 年度から介護保険料段階を判定する基準のうち、「合計所得金額」については「合計所得金額から長期譲渡所得
及び短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額」になっています。

令和元年度（平成31年度）

段階 条件 料率 年額（円）

1

市民税非課税世帯で老齢福祉年
金又は生活保護を受給されてい
る方、市民税非課税世帯で本人
の収入等 80 万円以下の方

0.375
（0.5）

2 万 9,600
(3 万 9,400)

2
市民税非課税世帯で本人収入等
120 万円以下の方

0.625
(0.75)

4 万 9,300
(5 万 9,100)

3
市民税非課税世帯で本人収入等
120 万円超の方

0.725
(0.75)

5 万 7,200
(5 万 9,100)

4
市民税が課税されている世帯員
がいるが、本人は市民税非課税
で本人の収入等 80 万円以下の方

0.9 7 万 1,000

5
市民税が課税されている世帯員
がいるが、本人は市民税非課税
で本人の収入等 80 万円超の方

1.0 7 万 8,800

6
本人が市民税を課税されていて
本人の前年の合計所得金額（※）
が 120 万円未満の方

1.2 9 万 4,600

7
本人が市民税を課税されていて
本人の前年の合計所得金額（※）
が 200 万円未満の方

1.3 10 万 2,500

8
本人が市民税を課税されていて
本人の前年の合計所得金額（※）
が 300 万円未満の方

1.5 11 万 8,300

9
本人が市民税を課税されていて
本人の前年の合計所得金額（※）
が 300 万円以上の方

1.7 13 万 4,000

令和２年度

料率 年額（円）

0.3
（0.5）

2 万 3,700
(3 万 9,400)

0.5
(0.75)

3 万 9,400
(5 万 9,100)

0.7
(0.75)

5 万 5,200
(5 万 9,100)

0.9 7 万 1,000

1.0 7 万 8,800

1.2 9 万 4,600

1.3 10 万 2,500

1.5 11 万 8,300

1.7 13 万 4,000

　

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
と
は
指
導

資
格
を
有
す
る
指
導
者
２
名
以

上
と
団
員
10
名
以
上
で
組
織
さ

れ
、
青
少
年
の
健
全
育
成
を
目

的
と
し
た
団
体
で
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
は
、
多
様

な
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
て
、
健
康

な
「
体
」
と
「
心
」
を
養
う
こ

と
を
目
的
と
し
て
活
動
を
続
け

て
い
ま
す
。

　

団
員
募
集
は
31
団
体
あ
り
、

競
技
と
団
体
名
は
次
の
と
お
り

で
す
。

◇
合
気
道

合
気
道
田
辺
道
場

◇
空
手
道

田
辺
空
手
ク
ラ
ブ
、
田
辺
元
町

空
手
、
熊
野
塾

◇
剣
道

建
武
館
、
三
栖
剣
友
会

◇
柔
道

練
心
館
、
大
塔
柔
道
会

◇
少
林
寺
拳
法

田
辺
東
少
林
寺
拳
法
ク
ラ
ブ
、

田
辺
西
少
林
寺
拳
法
ク
ラ
ブ

◇
体
操
競
技

田
辺
ジ
ュ
ニ
ア
体
操
ク
ラ
ブ

◇
陸
上

田
辺
Ａ
Ｃ

◇
サ
ッ
カ
ー

南
紀
ジ
ュ
ニ
ア
、
牟
婁
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
、
プ
ロ
グ
レ
ス

Ｆ
Ｃ
ナ
ン
キ

◇
テ
ニ
ス

田
辺
ジ
ュ
ニ
ア
テ
ニ
ス

◇
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

田
辺
Ｓ
Ｔ
Ｃ

◇
ラ
グ
ビ
ー

梅
干
ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ブ

◇
軟
式
野
球

田
辺
剛
健
、
鮎
川
少
年
野
球
ク

ラ
ブ
、
新
二
ボ
ー
イ
ズ
、
新
庄

少
年
野
球
ク
ラ
ブ
、
龍
神
少
年

野
球
ク
ラ
ブ

◇
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

田
辺
Ｎ
Ｖ
Ｃ
、
キ
ッ
ズ
・
エ
ン

ジ
ェ
ル
、キ
ッ
ズ
・
フ
ァ
イ
タ
ー

ズ (

男
子
・
女
子)

、
龍
神
ジ
ュ

ニ
ア
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
、

中
辺
路
ジ
ュ
ニ
ア
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
ク
ラ
ブ

◇
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

田
辺
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

ク
ラ
ブ
、
新
庄
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ

ト
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
、
う
さ
カ
メ

　

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
事
務
局

（
田
辺
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
管
理

事
務
所
内
）

　

０
７
３
９
（
２
５
）
２
５
３
１

▲障害者用駐車場の場合

▲通常幅の駐車場の場合

を
全
開
に
で
き
ず
、
車
椅
子
の

ド
ラ
イ
バ
ー
や
車
椅
子
を
利
用

す
る
方
は
、
乗
り
降
り
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
障
害
者
用
駐
車

場
は
、
駐
車
区
画
の
幅
が
３
．

５
メ
ー
ト
ル
と
通
常
よ
り
も
幅

が
広
く
な
っ
て
い
ま
す
。（
左

写
真
参
照
）

■
必
要
な
方
の
た
め
に
障
害
者

用
駐
車
場
を
空
け
て
お
こ
う

　

障
害
者
用
駐
車
場
を
必
要
と

し
な
い
方
が
駐
車
し
て
し
ま

い
、
必
要
な
方
が
駐
車
で
き
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

必
要
の
な
い
方
は
、
障
害
者

用
駐
車
場
に
駐
車
し
な
い
よ
う

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。


